
 

   ○長与町週休２日促進工事（農業農村整備事業）の試行に関する要綱 

令和８年４月１日 

要綱第２１号 

（目的） 

第１条 この要綱は、町が発注する工事において、週休２日に取り組むものである「週休

２日促進工事」の試行に係る労務費補正等の必要な事項を定めることにより、もって建

設産業の中長期的な担い手確保・育成に資することを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

おりとする。 

(1) 週休２日 週単位の週休２日、月単位の週休２日又は通期の週休２日の状態をい

う。 

(2) 対象期間 週休２日促進工事の工事着手日から工事完成日までの期間（現地調

査、着工前測量、工事看板、現場事務所等の設置その他の準備作業、撤去作業等に要

する期間を含む。次条第２号において同じ。）をいう。ただし、年末年始休暇（１２

月２９日から翌年１月３日までの６日間）及び夏季休暇（３日間）並びに受注者の責

によらず現場作業を余儀なくされている期間その他の発注者が対象外と認める期間を

除く。 

(3) 週単位の週休２日 対象期間内の全ての週において、１週間に２日間以上の現場

閉所を行ったと認められる状態をいう。 

(4) 月単位の４週８休以上 対象期間内の全ての月ごとの現場閉所日数の割合（以下

「現場閉所率」という。）が２８．５パーセント（８日／２８日）以上の水準に達す

る状態をいう。ただし、暦上の土曜日及び日曜日（現場閉所日を原則として土曜日及

び日曜日としない場合にあっては、発注者及び受注者の協議により定めた日）の日数

の割合が２８．５パーセントに満たない月においては、当該月の土曜日及び日曜日の

合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいうものとし、現場閉所率を算定すると

きは、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日、猛暑による作業不能日等について

も、現場閉所の日数に含めるものとする。 

(5) 通期の４週８休以上 対象期間内の現場閉所率が２８．５パーセント（８日／２

８日）以上の水準に達する状態をいう。 

(6) 現場閉所 巡回パトロール、保守点検等の現場管理上必要な作業を行う場合を除

き、現場事業所での事務作業を含めて１日を通して現場及び現場事務所が閉所された

状態をいう。ただし、次に掲げる場合を含む。 

  ア 降雨、降雪等の気象・海象条件による予定外に現場休工日となった場合であっ

て、元請技術者が休みであるとき。 

  イ 受注者が現場閉所としていた日に、災害等の緊急対応、現場見学会等により、発



 

注者が作業を要請した場合 

（試行対象工事） 

第３条 この要綱による試行の対象となる工事は、町が発注する当初設計金額５００万円

以上の工事（営繕工事を除き、森林整備保全事業標準物歩掛による工事に限る。）であ

って、一般競争入札（総合評価落札方式によるものを含む。）及び指名競争入札による

ものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する工事を除く。 

(1) 災害復旧その他の急施を要する工事 

(2) 工場製作が主たる工事又は材料費が工事費の大部分を占める工事であって、現場

における実作業の工期（いわゆる現場作業期間）が４週間未満であることが想定され

るもの 

(3) 供用開始までの期間がひっ迫している等の理由で工期に制約がある工事 

（試行方式） 

第４条 この要綱による試行は、週単位の週休２日又は月単位の週休２日（２８．５パー

セント（８日／２８日））以上を基本とする。 

２ この要綱による試行の方式は、受注者希望型（発注者が週休２日促進工事の試行対象

である旨明示して発注し、受注者において当該工事の契約締結後、週休２日促進工事と

して実施するか否かを判断して実施する方式をいう。）とする。 

（補正方法） 

第５条 週休２日促進工事においては、補正係数により労務費（地質調査市場単価に係る

労務費を除く。以下同じ。）、共通仮設費及び現場管理費を補正する。 

２ 前項の補正係数は、別表第１及び別表第２に定めるとおりとする。 

（積算方法） 

第６条 週休２日においては、月単位の週休２日を前提に、前条の規定に基づき労務費を

補正の上、工事費を積算して予定価格を作成する。 

（実施方法） 

第７条 受注者は、週休２日促進工事の契約締結後から施工計画書の提出前までに、監督

職員と協議の上、週休２日の実施の有無を申し出、実施する場合には週単位の週休２日

又は月単位の週休２日のいずれかを現場閉所の目標値として選択するものとする。この

場合において、当該協議の内容及び実施の有無並びに実施の場合における現場閉所の目

標値は、工事打合せ簿に記録するものとする。 

２ 前項の規定により週休２日の実施を申し出た場合であって、その実施に当たり当初の

契約に係る工期を変更する必要があると判断した場合は、受注者は、施工計画書の提出

前までに、当該変更に係る必要工期を算出した上で、監督職員と協議するものとする。

この場合において、当該協議の内容及び発注者が工期の変更が妥当であると認めたとき

にはその旨を、工事打合せ簿に記録するものとする。 

３ 第１項の規定により週休２日の実施を申し出た場合は、次の各号の要件を満たす取得



 

計画を立て、施工計画書の予定工程に記載の上、発注者へ提出するものとする。契約変

更時にあっては、同様に変更計画書を提出するものとする。 

 (1) 対象期間は、工事着手日から工事完成通知日までとしていること。 

 (2) 対象期間中は、工事現場を週休２日相当の休日とすること。 

 (3) 夏季休暇（３日）及び年末年始休暇（６日）は、週休２日とは別に休日として確

保していること。ただし、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時停止し

ている期間、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責

によらず現場作業を余儀なくされる期間等は、対象期間に含めていないこと。 

４ 第１項の規定により週休２日の実施を申し出た場合は、週休２日促進工事である旨当

該工事現場において看板等により掲出することにより、現場周辺へ宣言するものとす

る。 

５ 第１項の規定により週休２日の実施を申し出た場合であって、不測の事態により、週

休２日に係る第２項の予定工程を変更する必要が生じたときは、受注者は、当該変更の

理由を提示し、及び変更しようとする予定工程について発注者と協議を行うものとす

る。 

６ 発注者は、前項の規定に基づく変更を反映した予定工程及び当該変更の理由の提出又

は協議の申入れを受けたときは、当該変更に係る予定工程及び理由が妥当であるかの確

認を行う。この場合において、当該予定工程又は理由が妥当でないことが確認されたと

きは、受注者に対しその修正等を指示するものとする。 

７ 第１項の規定により週休２日の実施を申し出た場合は、受注者は、週休２日の実施状

況を、月１回監督職員へ報告するものとする。 

（現場閉所状況による変更契約） 

第８条 前条第１項の規定に基づき週単位の週休２日を選択した場合であって、現場閉所

の達成状況の確認の結果、これを達成したと認められるときは、第５条の規定に基づく

補正係数に変更して増額の変更契約を行うものとする。 

２ 当初「週単位の週休２日」を選択した場合は、「週単位の週休２日」の補正係数によ

り契約変更を行う。 

３ 当初「月単位の週休２日」を選択した場合に「週単位の週休２日」を達成したとして

も、補正は当初選択したパターンの補正とする。 

４ 「月単位の週休２日」が未達成の場合、並びに受注者が週休２日の実施を選択しなか

った場合においては、補正を減じた変更契約を行う。 

（特記仕様書への明示） 

第９条 週休２日促進工事の試行に係る特記仕様書には、次の各号に掲げる事項を明示す

るものとする。 

(1) 週休２日促進工事の試行の対象である旨 

(2) 当初設計時点において週休２日の対象外とする作業又は期間がある場合にあって



 

は、当該作業又は期間 

２ 前項の規定による特記仕様書の明示は、おおよそ別記様式に定めるところによる。 

３ 工事契約後、週休２日の対象期間内において、受注者の責によらず現場閉所の実施が

不可能となる期間が生じる場合は、受発注者間で協議の上、現場閉所による週休２日の

対象外とする作業と期間を決定するとともに、変更契約時の特記仕様書に対象外とする

作業と期間を明示するものとする。 

（留意事項） 

第１０条 受注者は、試行対象工事の受注に当たっては、次に掲げる事項に留意しなけれ

ばならない。 

(1) 降雨、降雪等による休工の日及び災害時における緊急対応、現場見学会の開催そ

の他の発注者の要請により作業が発生した日については、原則として、現場閉所の日

とみなすこと。ただし、第１条の目的の達成のために必要と認められる場合には、協

議により当該日を試行の対象期間外とすることとし、前条第１項第２号の規定に基づ

く変更契約を行うものとすること。 

(2) 週休２日促進工事を実施する場合には、第７条第４項の規定する看板等は、仮囲

いの外側、現場事務所及び作業員詰所の出入口その他の当該現場の内外に分かるよう

に掲出すること。 

(3) 週休２日促進工事を実施する場合には、契約金額、工期等については、下請業者

にしわ寄せが生じることのないよう、下請契約の見積条件に週休２日促進工事の実施

対象である旨記載しておく等の適切な措置を講ずること。 

(4) 週休２日の実施の有無にかかわらず、４週５休を確保すること。 

(5) 元請技術者（現場代理人、主任技術者及び監理技術者をいう。）は、現場閉所の

日は、必ず休日とすること。 

(6) 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第３５条の規定その他関係法令を遵守し

た上で実施すること。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この要綱は、この要綱の施行の日以後に起工する試行対象工事から適用するものと

し、同日前に起工した工事については、適用しない。 

別表第１（第５条、第８条関係） 

工種 区分 

補正係数 

週単位の 

週休２日 

月単位の 

週休２日 



 

土地改良区積算基準による工

事 

労務費 1.02 1.02 

共通仮設費 1.05 1.04 

現場管理費 1.06 1.05 

 備考 労務費に関し、地質調査市場単価にあっては、補正の対象としない。 

別表第２（第５条、第８条関係） 

１ 土木工事市場単価による工事 

区分 補正係数 

週単位の 

週休２日 

月単位の 

週休２日 

鉄筋工 1.02 1.02 

ガス圧接工 1.01 1.01 

防護柵設置工（ガードレール） 設置 1.00 1.00 

撤去 1.02 1.02 

防護柵設置工（ガードパイプ） 設置 1.00 1.00 

撤去 1.02 1.02 

防護柵設置工（横断・転落防止柵） 設置 1.02 1.02 

撤去 1.02 1.02 

防護柵設置工（落石防護柵） 1.01 1.01 

防護柵設置工（落石防止網） 1.01 1.01 

道路標識設置工 設置 1.00 1.00 

撤去・移設 1.01 1.01 

道路附属物設置工 設置 1.01 1.01 

撤去 1.02 1.02 

法面工 1.01 1.01 

吹付枠工 1.01 1.01 

橋梁用伸縮継手装置設置工 1.01 1.01 

橋梁用埋没型伸縮継手装置設置工 1.02 1.02 

橋面防水工 1.01 1.01 

軟弱地盤処理工 1.01 1.01 

２ 土木工事標準単価による工事 

区分 

補正係数 

週単位の 

週休２日 

月単位の 

週休２日 

区画線工 1.02 1.02 

排水構造物工 1.02 1.02 



 

構造物取壊し工 機械 1.01 1.01 

人力 1.02 1.02 

コンクリートブロック積工 1.02 1.02 

鋼橋塗装工 1.01 1.01 

別記様式（第９条関係） 

１．工程関係 

○週休２日促進工事における現場閉所の実施 

 本工事は、週休２日工事（受注者希望型）であり、月単位の週休２日以上となる現

場閉所を行うための費用を計上している。受注者は週休２日を実施するか選択できる

ものとし、実施の有無と実施する場合の週休２日のパターン（週単位の週休２日、月

単位の週休２日、通期の週休２日）について施工計画書の提出前までに監督職員と工

事打合せ簿により協議を行うものとする。なお、実施する場合は、予定工程において

設定された休日及び現場閉所を行うほか以下の１）から７）によるものとする。 

 また、この場合においては、完成通知時において実施工程表等により実施状況を取

りまとめ監督職員へ報告するものとする。 

工事契約後、週休２日の対象期間内において、受注者の責によらず現場閉所の実施が

不可能となる期間が生じる場合は、受発注者間で協議の上、現場閉所による週休２日

の対象外とする作業と期間を別途定めるものとする。 

 １） 週休２日は工事着手日から工事完成日までの期間において、週単位の週休２

日又は月単位の週休２日（現場閉所率28.5％）以上となる休日を確保すること

とする。月単位の週休２日を実施する場合において、暦上の土日の閉所では現

場閉所率が 28.5%に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所を

行っている場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。また、対

象期間が１月に満たない工事については、対象期間内における土日の合計日数

以上に現場閉所を行っている場合に、月単位の週休２日を達成しているものと

みなす。 

 ２） 現場閉所による週休２日の対象外とする作業・期間は下記のとおりとする。 

週休２日対象作業 ○○ 

週休２日対象外機関 令和○年○月○日～令和○年○月○日 

 ３） 予定工程において設定された休日は、工事現場内の巡回パトロールや保守点

検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、監督職員への報告なしに現場

事務所を営業することや、工事及び測量等の現場作業のみならず書類整理等の

事務作業も実施することが出来ない。やむを得ず休日に作業（災害対応や緊急

工事等）を実施する場合には、事前に監督職員へ報告すること。 

 ４） 元請技術者（現場代理人、主任技術者、監理技術者）は現場閉所にあわせ



 

て、必ず休日とすること。 

 ５） 受注者は、当初設定された工期が週休２日を実施するにあたって適当ではな

いと判断した場合は、「必要工期」を算出し施工計画書の提出前までに発注者

と協議を行うこと。発注者が妥当と判断した場合は変更の対象とする。 

 ６） 週単位の週休２日を選択し現場閉所が達成された場合は、週単位の週休２日

の補正係数により、変更契約を行うものとする。また、月単位の週休２日以上と

なる現場閉所が達成されなかった場合、並びに週休２日を選択しなかった場合

は、補正を減じた変更契約を行うものとする。週休２日とは、現場閉所率 

28.5％（８日／２８日）以上の場合とする。各週休パターンにおける補正係数に

ついては、下記のとおりとする 

 （土地改良工事積算基準による工事） 

  【週単位の週休２日：補正係数】 

   ・労務費：１．０２ 

   ・共通仮設費：１．０５ 

   ・現場管理費：１．０６ 

  【月単位の週休２日：補正係数】 

   ・労務費：１．０２ 

   ・共通仮設費：１．０４ 

   ・現場管理費：１．０５ 

７） 対象期間中、工事現場に週休２日促進工事であることを現場に看板等により掲

示すること。 

 


